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（
身
体
拘
束
等
の
禁
止
）

第
四
十
二
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
指
定
施
設
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
障
害
児
又
は
他
の
障
害
児

の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
障
害
児
の
行
動
を
制

限
す
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
四
十
三
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
の
従
業
者
は
、
障
害
児
に
対
し
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
障
害
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行

為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
禁
止
）

第
四
十
四
条

知
的
障
害
児
施
設
の
長
た
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
の
管
理
者
は
、
障
害
児
に
対
し
法
第
四
十
七
条
第

一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
親
権
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関

し
そ
の
障
害
児
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体
的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権

限
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
秘
密
保
持
等
）

第
四
十
五
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
の
従
業
者
及
び
管
理
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
障

害
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
従
業
者
及
び
管
理
者
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得

た
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
（
障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に

規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
い
う
。）そ
の
他
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
等
に
対
し
て
、

障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
に
よ
り
当
該
障
害
児
若
し
く
は
当
該

障
害
児
に
係
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
又
は
そ
の
家
族
の
同
意
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
等
）

第
四
十
六
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
に
入
所
し
よ
う
と
す
る
障
害
児
が
、
適
切
か

つ
円
滑
に
入
所
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
が
実
施
す
る
事
業
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を

行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
知
的
障
害
児
施
設
（
指
定
第
一
種
自
閉
症
児
施
設
を
除
く
。）は
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
に
つ
い
て
広

告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
虚
偽
又
は
誇
大
な
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
利
益
供
与
等
の
禁
止
）

第
四
十
七
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
事
業
を
行

う
者
（
以
下
「
相
談
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）若
し
く
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
従
業
者
に
対

し
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の

他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
相
談
支
援
事
業
者
若
し
く
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
従
業
者
か

ら
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は
な

ら
な
い
。

（
苦
情
解
決
）

第
四
十
八
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
施
設
支
援
に
関
す
る
障
害
児
若
し
く
は
当
該
障
害
児

に
係
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け

付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
苦
情
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
施
設
支
援
に
関
し
、
法
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
命
令
又
は
当
該
職

員
か
ら
の
質
問
若
し
く
は
指
定
知
的
障
害
児
施
設
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
に
応
じ
、
及

び
障
害
児
若
し
く
は
当
該
障
害
児
に
係
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
都
道
府
県

知
事
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又

は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
三
項
の
改
善
の
内
容
を
都
道

府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
同
法
第
八
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
行
う
調
査
又
は
あ
っ
せ
ん
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
四
十
九
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の

連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

第
五
十
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、障
害
児
に
対
す
る
指
定
施
設
支
援
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

速
や
か
に
都
道
府
県
、
当
該
障
害
児
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
、
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
施
設
支
援
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場

合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
の
区
分
）

第
五
十
一
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
（
指
定
第
一
種
自
閉
症
児
施
設
を
除
く
。）は
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
の

事
業
の
会
計
を
そ
の
他
の
事
業
の
会
計
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
整
備
）

第
五
十
二
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
従
業
者
、
設
備
、
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
知
的
障
害
児
施
設
は
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
施
設
支
援
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整

備
し
、
当
該
指
定
施
設
支
援
を
提
供
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録

二

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
支
援
計
画

三

第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

四

第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

五

第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

第
三
章

指
定
知
的
障
害
児
通
園
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

第
一
節

人
員
に
関
す
る
基
準

（
指
定
知
的
障
害
児
通
園
施
設
の
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
三
条

指
定
知
的
障
害
児
通
園
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。た
だ
し
、

四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施

設
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

嘱
託
医

一
以
上

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士

イ

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
で
あ
る
乳
児
又
は
幼
児
の
数
を
四
で
除
し

て
得
た
数
及
び
障
害
児
で
あ
る
少
年
の
数
を
七
・
五
で
除
し
て
得
た
数
の
合
計
数
以
上
と
す
る
。

ロ

児
童
指
導
員

一
以
上

ハ

保
育
士

一
以
上

三

栄
養
士

一
以
上

四

調
理
員

一
以
上
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